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第一中学校外２校施設整備方針策定支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

第１ 目的 

本要領は、「第一中学校外２校施設整備方針策定支援業務委託」（以下「業務」という。）に係る契約の

相手方となる事業者の選定にあたり、公募型プロポーザル方式の実施方法等について、必要な事項を定め

るものである。 

 

第２ 業務概要 

１ 業務番号     令和７年度 教施委 第２号 

２ 業務件名    第一中学校外２校施設整備方針策定支援業務委託 

３ 業務内容    別紙「第一中学校外２校施設整備方針策定支援業務委託 委託仕様書」 

（以下「仕様書」という。）のとおり 

４ 履行期間    契約締結の日から令和８年３月３１日（火）まで 

５ 提案上限金額   ２２，４８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含まない） 

 

第３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（２）八代市契約等からの暴力団等排除措置に関する要綱（平成２０年八代市告示第１０３号）第３条

の規定に該当しないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者でないこ

と。 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこ

と。 

（５）破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により破産の申立てをしている者でないこと。 

（６）手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があるなど、経営状況が

著しく不健全でないこと。 

（７）八代市競争入札参加資格における建設コンサルタントとしての登録を有する者であること。 

（８）公募開始日から契約締結の日までの間において、八代市から指名停止又は指名回避の措置を受け

ている期間が存在しないこと。 

（９）本業務の趣旨を十分に理解し、仕様書に基づき業務を実施するために必要な体制を備えており、

業務を計画的かつ的確に遂行できること。 

（10）下記のいずれかの同種・関連業務の受託実績（平成 27 年度以降に業務が完了した官公庁発注の

元請けに限る。）が３件以上であること。 

    ①学校施設の長寿命化若しくは建替えに係る基本計画又は基本・実施設計 

    ②学校施設の耐力度調査 

    ③学校施設の劣化状況調査 
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（11）管理技術者が、一級建築士の資格を有すること。 

（12）管理技術者は、学校施設の長寿命化若しくは建替えに係る基本計画又は基本・実施設計の実績

（平成 27 年度以降に完了した官公庁発注の業務に限る。）が３件以上であること。 

（13）学校施設の長寿命化若しくは建替えに係る基本計画又は基本・実施設計の実績（平成 27 年度以

降に完了した官公庁発注の業務に限る。）が３件以上の担当技術者を１名以上配置すること。 

※ 学校施設の耐力度調査若しくは劣化状況調査の受託実績があれば、評価の加算対象とする。（第

１－１号様式～第１－３号様式に記載） 

※ 学校再編計画や他施設との複合化等の管理技術者及び担当技術者の実績があれば、評価の加算

対象とする。（第１－１号様式～第１－３号様式に記載） 

 

第４ スケジュール 

（１）公募開始（市ホームページ掲載）         令和 ７年 ４月２１日（月） 

（２）実施要領に対する質問書（第 1 回）の提出期限   令和 ７年 ４月２５日（金） 

（３）実施要領に対する質問書（第 1 回）への回答    令和 ７年 ５月 ２日（金） 

（４）参加表明書の提出期限              令和 ７年 ５月 ９日（金） 

（５）一次審査結果の通知               令和 ７年 ５月１６日（金） 

（６）実施要領に対する質問書（第２回）の提出期限   令和 ７年 ５月２３日（金） 

（７）実施要領に対する質問書（第２回）への回答    令和 ７年 ５月３０日（金） 

（８）企画提案書及び価格提案書の提出期限       令和 ７年 ６月 ６日（金） 

（９）二次審査（プレゼンテーション）         令和 ７年 ６月 下旬 

（10）二次審査結果の通知               令和 ７年 ６月 下旬 

（11）契約締結（随意契約）              令和 ７年 ７月 上旬 

    ※（９）の日時については、（５）と併せて通知するものとする。 

 

第５ 参加表明手続 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 

なお、期限までに提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認められた者は、このプロポーザルに

参加することができない。 

（１）参加表明書及び資料 

ア 提出書類：参加表明書（第１号様式） 

       実績一覧表（第１－１号様式） 

配置予定管理技術者調書（第１－２号様式） 

配置予定担当技術者調書（第１－３号様式） 

業務実施体制（第１－４号様式） 

実績を証明する書類（契約書の写し、テクリスの写し等） 

イ 提出期限：令和７年５月９日（金）午後５時まで 

ウ 提出方法：持参（平日の午前９時から午後５時まで）又は郵送（書留郵便に限る。）による。 
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※ 郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。 

   エ 提出場所：事務局 

 

第６ 一次審査の実施 

（１）審査内容 

選定委員会は、審査基準に基づき採点し、上位５者までを二次審査対象事業者に選定するものと

する。なお、採点の結果、評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは、選定委員会の合

議により順位を決定する。 

（２）審査結果 

令和７年５月１６日（金）午後５時までに、参加事業者全員に参加表明書に記載された電子メー

ルアドレス宛に通知する。 

なお、審査結果に関する問い合わせ、異議申し立ては一切受付しない。 

 

第７ 企画提案書等の提出 

企画提案者は、次に定めるところにより企画提案書を作成し、提出するものとする。 

（１）企画提案書等 

ア 提出書類：企画提案書表紙（第２号様式） 

企画提案書（任意様式） 

       価格提案書（第３号様式） 

イ 提出期間：令和７年６月４日（水）～令和７年６月６日（金）まで 

ウ 提出方法：持参（平日の午前９時から午後５時まで）又は郵送（書留郵便に限る。）による。 

※ 郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。 

  エ 提出場所：事務局 

（２）企画提案書には、別紙仕様書に掲げる業務内容を踏まえ、業務を遂行するための具体的な手法を

記載すること。 

（３）企画提案書の提案内容の用紙サイズは、Ａ４縦、横書きで両面印刷を原則とし、５ページまでと

する。ただし、図表等については、必要に応じてＡ３版の折り込みでも差し支えない。 

また、各ページにページ番号を付し、目次を作成すること。文字ポイントは原則１０．５ポイン

ト以上とすること。 

 （４）提出部数  

ア 企画提案書：正本１部（左上１カ所ホチキス留め） 

副本１０部（左上１カ所ホチキス留め、提案者名を記載しないこと） 

電子媒体１部（CD-R 等） 

イ 価格提案書：１部 

（５）企画提案書等作成にあたっての資料閲覧 

  ア 閲覧可能な資料：別紙仕様書（貸与資料等）のとおり 

  イ 閲覧場所：事務局 
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  ウ 閲覧期間：令和７年４月２１日（月）～令和７年６月６日（金）まで 

（平日の午前９時から午後５時まで） 

※ 閲覧を希望する場合は、事前に事務局まで電話連絡すること。 

 

第８ 質疑応答等 

（１）参加表明書及び企画提案書の作成について質問がある場合は、質問書により提出すること。 

① 参加資格要件に関する質問書 

ア 提出書類：質問書（第４－１号様式） 

イ 提出期限：（１回目）令和７年４月２５日（金）午後５時まで 

ウ 提出方法：電話連絡の上、電子メールにより提出すること。 

② 企画提案書に関する質問書 

ア 提出書類：質問書（第４－２号様式） 

イ 提出期限：（２回目）令和７年５月２３日（金）午後５時まで 

ウ 提出方法：電話連絡の上、電子メールにより提出すること。 

（２）参加辞退 

    参加表明書又は企画提案書の提出後にプロポーザル参加を辞退する場合は、「辞退届」（第５号様

式）を提出すること。なお、辞退した場合でも他の案件での入札には一切影響はない。 

 

第９ 失格事項 

次のいずれかに該当した者は、失格とする。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２）当該実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に

適合しない書類の提出があった場合 

（３）審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

（４）本プロポーザル実施期間中に八代市の指名停止の措置を受けた場合 

 

第 10 二次審査の実施 

（１）企画提案の審査方法及び評価基準 

参加資格を有すると認めたものには、「第一中学校外２校施設整備方針策定支援業務委託」プロ

ポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）において企画提案書の採点を実施する。 

ただし、第 10 失格事項に該当する場合は、その企画提案書は審査から除外する。 

選定委員会における評価が上位５者までとなった企画提案者へヒアリングの日時と場所を指定

する。評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは、選定委員会の合議により順位を決定

する。５者以内であった場合は、ヒアリングにおいて実質的な審査を実施する。１者のみによる

審査となった場合もヒアリングを行い、評価点が合計得点の６割を満たしていれば、審査を通過

した者とみなす。 

（２） 実施方法（プレゼンテーション、質疑応答） 
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ア 実施日：令和７年６月下旬 実施予定 

イ 出席者：本業務に携わる管理責任者及び担当技術者を含め５名以内とする。 

ウ 実施順、発表時間： 

プレゼンテーションは企画提案書の受付順で実施するものとし、１者あたりの時間は４０分 

程度とする。（プレゼンテーション２０分、質疑応答２０分） 

エ 審査方法： 

選定委員会は、参加事業者からのプレゼンテーション及び企画提案書等に関する質疑応答を 

実施し、別紙「評価基準表」に基づき、提案内容の審査を行うものとする。一次審査及び二次

審査の合計点が最も高い者を受託候補者として選定する。採点の結果、最高得点者が複数ある

場合は、提案金額が低い者を受託候補者として選定する。ただし、合計得点の６割を最低基準

点とし、最低基準点に満たない者は選定の対象としない。 

オ 審査結果： 

二次審査から１週間以内に、参加表明書に記載された電子メールアドレス宛に通知するとと

もに、市のホームページで公表を行う。 

なお、審査結果の公表時には、最高得点者以外の応募者名は非公表とする。 

カ その他： 

・プロジェクターやスクリーン、HDMI ケーブル（ＰＣとプロジェクターをつなぐもの）及

びホワイトボードは市で用意するものとし、その他必要な機材は参加者が持参し、機材の操

作等を行うこと。 

・公平性確保のため、参加事業者は他者のプレゼンテーション等を傍聴できない。 

・プレゼンテーション及び質疑応答は参加者名を伏せて行うので、自己紹介は行わないこと。

また、スクリーンに参加者の名称及びそれを推測できるものが映らないようにすること。 

   

第 11 契約に関する基本事項  

（１）契約の締結 

受託候補者と当該業務について協議を行い、内容について合意の上、当該業務仕様書を作成する

ものとし、その仕様書に基づく見積書を徴収し随意契約の方法により契約を締結する。 

（２）次順位者との交渉 

    本市は、受託候補者と業務委託契約を締結できない何らかの事由が発生した場合には、選定委員

会において特定した次順位者のうち、順位が上位であった者から当該業務委託について交渉を

行うことができる。 

（３）契約保証金 

要する。ただし、八代市契約規則第７条第１項に該当する場合は免除する。 

（４）契約書作成の要否  

要する。 
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第 12 その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は，提出者の負担とする。 

（３）提出された書類は返還しない。 

（４）提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

（５）本プロポーザルにおいては各日程が短期間であることに留意すること。 

 

第 13 事務局 

〒８６６－８６０１ 八代市松江城町１－２５（八代市役所本庁舎４Ｆ） 

八代市 教育部 教育施設課 建築係 

電話番号 ：０９６５－３３－６１３４（直通） 

ファックス：０９６５－３３－６１３６ 

電子メール：shisetsu@city.yatsushiro.lg.jp 
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評価採点項目

評価の視点
提案に含める内容

配点

業務実績
・ 事業者として過去10年間において、本業務と同種又は関連業務
の受託実績を有するか。 10

・ 配置予定の管理技術者について、過去10年間において、本業務
と同種又は関連業務を担当した実績を有するか。

・ 本業務に活かせる能力及び資格を有するか。

・ 配置予定の担当技術者について、過去10年間において、本業務
と同種又は関連業務を担当した実績を有するか。

・
本業務実現に向けた適正な人員配置・実施体制として期待でき
るか。

・ 業務の趣旨を的確に理解し、仕様書で定めた業務内容を十分に
踏まえた提案となっていたか。 10

・ 劣化状況調査、耐力度調査の実施方法について、具体的な調
査内容の提案となっていたか。

・ 本市の「公共施設等総合管理計画」や「学校施設等整備保全計
画」を的確に把握し、現状と課題をを踏まえた専門的な見地から
の提案であったか。

・
仕様書の内容に基づき、具体的な手法の提案が示されていた
か。

・ 国や県の動向、他市町村の事例を把握し、助言や方向性の提
案が可能であるか。

・ 学校施設ごとの現状と課題を踏まえた上で、今後の整備等に要
する維持・更新コストを適切に算出するための有効な提案が可能
であるか。

・ 補助制度などを踏まえ、有利な財源を活用した整備方針案の提
案が可能であるか。

・ これまでの経験、ノウハウから仕様書にない有効な提案がなさ
れていたか。

・ 業務実施への積極的な意欲がみられ、柔軟に富んだ誠実な遂
行が期待できるか。

プレゼンテーション
・ プレゼンテーションを通じて、論理性、説得力、業務への意欲が
感じられるか質問に対する応答が明確かつ適切か。 10

価格評価
・ 評価点＝配点（10点）×最低提案金額÷提案金額（少数点以下
第1位以下切捨） 10

100合計

15

学校施設の長寿命
化又は建替えの最
適な整備方針

25

独自提案・取組意欲 10

企画提案

提案内容の的確性

学校施設の実態把
握及び課題の整理

評価基準表

大項目 小項目

実績・実施体制

配置管理技術者 5

配置担当技術者 5


